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Ⅰ 環境の現況 

本市では、循環型社会の構築のため、ごみの分別回収などによりごみの減量化、再資 

源化を推進しています。 

 家庭からのごみの排出は、市民や地域のクリーンリーダーの協力のもと適正に分別さ

れており、リサイクルプラザ建設により、一般廃棄物のリサイクル率の向上と最終処分

場の処分量削減が図られています。 

 なお、昨年 10月にリサイクルプラザで火災が発生しましたが、本年 9月から本格的に

再稼働しました。 

 また、生ごみ処理器やコンポスト容器購入への助成や資源物団体回収報奨金など、ご

みの減量化、再資源化に取り組む市民、団体等へ支援をしています。 

 市の事業により発生する廃棄物についても、再資源化に努めています。 

 市内の不法投棄においては、平成 23年度は 80件と前年度に比べて 2割減少しました。 

 地産地消についても、西部道の駅整備計画を進め、市内朝市・直売所マップの配布な

どの情報発信や学校給食での県内産食材の使用促進に努めています。 

 

１．リサイクル率、最終処分量、市民１人当たりのごみ排出量 

(1)リサイクル率、最終処分量の状況、市民１人当たりのごみ排出量 

   平成 23年度の一般廃棄物のリサイクル率は 38.6％、最終処分場の処分量は 7,163 

トンでした。市民１人１日当りのごみ排出量は、下表のとおり年々減少しています。 

■一般廃棄物のリサイクル率、最終処分場の処分量の推移 

年度 一般廃棄物の 
リサイクル率（％） 

最終処分場の処分量 
（ﾄﾝ／年） 

ごみ排出量（ｇ/人･日）

（事業系ごみを除く） 

平成 19年度 30.7 15,918 836  

平成 20年度 30.3 15,644 803  

平成 21年度 30.9 13,400 788  

平成 22年度 30.2 13,326 763  

平成 23年度 38.6 7,163 737  
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２．不法投棄件数 

(1)市域における不法投棄件数の状況   

   平成 23年度における不法投棄の件数は 80件で、平成 22年度と比較し、2割減少し

ています。 

     ■不法投棄件数の状況（環境政策課把握件数） 

処  理  内  容 徳山 新南陽 熊毛 鹿野 合計 

警察通報 

有 10 4 3 0 17 

無 42 8 12 1 63 

計 52 12 15 1 80 

保健所との

連携 

有 7 0 0 0 7 

無 45 12 15 1 73 

計 52 12 15 1 80 

不法投棄防

止看板設置 

有 2 3 0 0 5 

無 50 9 15 1 75 

計 52 12 15 1 80 

現状復帰を

した処理者 

投棄者処理 1 1 0 0 2 

土地所有者・管理者処理 11 5 2 1 19 

その他(市職員等特別処理) 33 6 13 0 52 

計 45 12 15 1 73 

不法投棄さ

れた場所 

民有地（山林他） 32 4 8 0 44 

国有地 0 0 0 0 0 

県有地 1 3 3 0 7 

市有地 19 5 4 1 29 

計 52 12 15 1 80 

     ■不法投棄件数の推移 

年度 徳山 新南陽 熊毛 鹿野 合計 

平成 19年度 22 7 13 10 52 

平成 20年度 27 9 8 24 68 

平成 21年度 42 4 9 13 68 

平成 22年度 74 4 9 13 100 

平成 23年度 52 12 15 1 80 
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Ⅰ 基本施策の実施状況 

 

 

 

  目標：市民、事業者、市が連携し、廃棄物の排出の削減を目指します。  

 

(1)一般廃棄物対策の推進 

   ①効率的なリサイクルシステムの整備 

   ◆一般廃棄物の再資源化量 

     平成 23年度の再資源化量は、20,230トンでした。 

■再資源化量の推移 (ﾄﾝ／年） 

年度 再資源化量 

平成 19年度 19,553 

平成 20年度 18,850 

平成 21年度 18,252 

平成 22年度 17,699 

平成 23年度 20,230 

      

   ◆周南市リサイクルプラザの稼働       

 一般廃棄物のリサイクル率向上と最終処分

量の減量を目的として建設した周南市リサイ

クルプラザが、平成 23年 4月から本格稼働し

ました。 

 10月 24日には火災が発生し、一時的に部分

稼働を行っていましたが、平成 24年 9月 1日

から本格的に再稼働しています。 

◆クリーンリーダーの配置 

 「ごみの減量化・再資源化」や「地域の環境美化」を確実に進めるためには、 

市民一人ひとりの“ごみ問題”に対する意識の高揚を図り、市民と市が協働して実 

行していくことが不可欠です。 

その基盤づくりとして、クリーンリーダーを自治会又は環境衛生自治会に配置

し、家庭ごみの分別の徹底やごみの減量化再資源化を図っています。 

  

(2)産業廃棄物対策の推進 

  ①下水汚泥のリサイクルの状況 

    公共下水道及び集落排水事業の処理場から発生する下水汚泥は、コンポスト及びセ 

メントの原料・燃料として有効に利用されています。 

 

【周南市リサイクルプラザ】 

 
１ 循環型社会の構築 

Ⅱ 

 

 

 

(㌧/年) 
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■下水汚泥のリサイクルの状況（平成 23年度） 

リサイクル 
方法 

処理場名 
リサイクル量 
（トン/年） 

割  合 
（％） 

コンポスト 

新南陽浄化センター 1,683 

2,179 38.7 

新南陽北部浄化センター 69 

鹿野浄化センター 159 

須々万市地区浄化センター 160 

須々万中央地区浄化センター 108 

セメント原料・

燃料 

徳山中央浄化センター 1,385 
3,448 61.3 

徳山東部浄化センター 2,063 

合  計  5,627 5,627 100.0 

■下水汚泥のリサイクル量の推移         （単位：ﾄﾝ／年） 

年 度 コンポスト 
セメント原料 
・燃料 

合 計 

平成 19年度 1,982 3,987 5,969 

平成 20年度 2,090 3,898 5,988 

平成 21年度 2,060 3,856 5,916 

平成 22年度 2,007 3,849 5,856 

平成 23年度 2,179 3,448 5,627 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

②公共事業における建設副産物のリサイクル推進   

市の発注する公共工事から発生する建設副産物は、以下の 4種類がリサイクルさ 

れています。 

 ◆アスファルト・コンクリート塊   

◆コンクリート塊   

◆建設発生木材   

◆建設汚泥   

 

③緑のリサイクル事業の推進 

 平成 20年度から、公園や街路樹の剪定枝・伐倒木等を粉砕・チップ化し、マルチ 

ング材・堆肥材等の緑化推進資材として活用する事業を始め、公園緑地分野におい 

ても循環型社会の構築に向け取り組んでいます。 

(t/年) 
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■緑化推進資材活用実績                         

年  度 数量 （㎥） 活用箇所等 

平成 23年度 58 
公園植栽整備 1件 

地域花壇堆肥材 11か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ごみ焼却灰のセメント原料化 

廃棄物の減量化・再資源化に関する取組として、ごみ焼却灰のセメント原料化 

が行われています。 

    ■ごみ焼却灰セメント原料化の概要 

事業所名 取組内容 処理量(ﾄﾝ／年) 

山口エコテック(株) ごみ焼却灰のセメント原料化 43,951 

 

(3)「もったいない運動」の推進 

  ①生ごみ処理器・コンポスト容器購入への助成 

 平成 23年度は 103基の生ごみ処理器・コンポスト容器購入へ助成しました。 

     

■生ごみ処理器・コンポスト容器への助成の推移 

年度 
助成 

基数 

平成 19年度 191基 

平成 20年度 360基 

平成 21年度 357基 

平成 22年度 309基 

平成 23年度 103基 

 

 

 

【破砕機によるチップ化】 【公園花壇へ堆肥材として活用】 

(基) 
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②資源物団体回収への助成 

資源物の回収をした団体に対し、登録した業者が引き取った資源物 1 キログラ    

ム当たり 4円の報奨金を交付しています。 

    平成 23年度の資源物団体回収報奨金の金額は、3,498,600円です。 

      

    ■資源物団体回収報奨金の推移   

年度 報奨金額 

平成 19年度 3,405,248円 

平成 20年度 3,347,184円 

平成 21年度 3,313,588円 

平成 22年度 3,613,184円 

平成 23年度 3,498,600円 
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3,400,000

3,500,000

3,600,000

3,700,000
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資源物団体回収報奨金 
(円） 
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(1)環境関連産業の創出 

  ①水資源循環システムの実用化の検討 

    平成 20年度の「山口県周南コンビナート地域における下水処理リサイクル調査」 

   （中国経済産業局）を皮切りに平成 21年度から「臨海工業都市における水資源循環 

   システムの低炭素･低動力プロセスの開発」（中国経済産業局）として、海水と下水 

   処理水の統合による造水実証研究を実施しました。 

    さらに、平成 22年度からは「省水型環境調和型水循環プロジェクト（ウォーター 

   プラザ事業）」（ＮＥＤＯ）として、工場排水と下水処理水の統合による造水実証研 

   究を行っています。 

■ウォータープラザの概要 

項 目 内  容 

造水能力 

約４１０㎥ /日 

下水（約２５０㎥ /日）からの造水量：約２０５㎥/日 

工場排水（約２８０㎥/日）からの造水量：約２０５㎥/日 

設置場所 徳山中央浄化センター 

実証施設名 

「ウォータープラザ」 

省水型環境調和型水循環プロジェクト／水資源管理技術研究開発

／水資源管理技術の国内外への展開に向けた実証研究」事業の実証

設備 

実証研究期間 平成２３年４月１日～平成２６年３月３１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ２ 環境と経済が好循環するまちづくりの推進

目標：バイオマスの利活用により、地域経済の活性化につながる仕組みを構築します。 

【ウォータープラザ】 
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【店内の様子】 【栽培講習会の様子】 

(2)地産地消の推進 

  ①地産地消の取り組み 

「食農総合ビジョン」に基づき地産地消を推進しています。 

   ◆イベント会場での地元農産物の販売・ＰＲ 

◆周南市食農総合ビジョン推進大会を開催し、山口大学准教授による講演、生産者 

と消費者等による交流会実施 

   ◆市内朝市・直売所・市内産の野菜を 100％使った飲食店マップの配布 

   ◆都市農村交流実践組織等の育成の支援 

   

②道の駅実証店舗の運営 

   ◆西部道の駅直売所「とれたて市場・ゆーとぴや」 

  平成 26年春、西部「道の駅」オープンに向けて、地元の新鮮な農産物の生産や 

販売の仕組みづくりを行い、周南の「食の力」を高めるために地産地消を推進し 

ています。 

     湯野、戸田、夜市、福川、和田地区を中心とした新鮮で安心安全な農産物や加工 

品を販売しています。 

     地産地消を推進するため、新たに農業を始めたい方への栽培講習会の開催など、 

安心安全な野菜の供給に向けた講習会を開催しています。 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

  ③学校給食における地場産物の使用促進     

    学校給食における食材において、米は市内産、牛乳は県内産を 100％使用していま 

す。パンについても県内産小麦をできるだけ使用しています。 

    また、毎月「地場産給食の日」を設け、県内産食材の使用促進に努め、特に県内産 

の青果類の使用促進を図るため、よく使用する青果食材 11品目を選び、重量ベース

で 30％の使用を目標にしています。平成 23年度の使用率は、23.0％の使用となりま

した。 

    ■青果食材 11品目の県内産食材使用率 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

使用率 19.7％ 20.0％ 23.0％ 

  青果食材 11品目：人参、たまねぎ、ばれいしょ、さつまいも、なす、キャベツ 
            ねぎ、大根、白菜、ほうれん草、みかん 
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